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Abstract::Recently, there is ａ movement to enact the product liability law in JapanレProduct

liability is the legal liability of manufacturers and sellers to compensate buyers, users, and

even bystanders, for damages or injuries sufferヽedbecause of defects in goods purchased. A

tort which makes ａ manufacturer liable if his 皿oduct has ａ∧defective condition that makes

it unreasonably dangerous to the user or consumer. ･･　　　　■　　・　　　■･　　･･　　　㎜･　　･･･　　　･■

　In Japan there are a lot of problems in thisﾚkind of tort law when product liability law

will be enacted.　　　　　　　　　　　　　　　　　　上　　　　　　　　　　　　　　　ト

　Among other things, we here discuss about goods purchased from manufacturer who makes

agricultural products.　　　　　　　　　　　　　ト‥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‥

　Drafter who　intend　to　make　this　kind　oトtort　�ｗ　want　to　involve　thし十agricultural

products in goods purchased.　　　　　　　　　　　　　　　　･｡　∧　　ニ

　So we study Whe仙er or not it is appropriate to be involved primary agricultural goods

such as pimento, tomato and orange.　　　　　　　　　　　　－　ト

　　　　　　　　　　　‥　　　ニ　　　　　　　　　まりの中で,ニ製造業者や販売会社の責任を厳し

　１．はじめに　　　　　　　　　　　　　　　　　　く問い,ﾀﾞその後不法行為の根拠づけとして厳格

　　　　　　し　レ　　　　　　　　　　　　＼　　　責任の法理が米国各州に採用され，またＥＣに

製造物責任（ＰＬ）は「Product ＪLiability」　　於いても製造物責任法としてＥＣ指令十(1985)

の日本語訳であり，製造者から小売商などを通　　に採用ざれておりレ日本でも，経済企画庁に設

じて販売された製品に欠陥があった場合に，消　ニけられている国民生活審議会消費者政策部会の

費者・利用者さらにはその他の者が，身体・生　丁製造物責任制度等に関する委員会」において

命・財産に損害を被ったときに,＼製造者に損害　　検討されている。

賠償責任を負わそうとするものである。ト　　　　　　本稿では，まず「製造物責任」について共通

　1963年の米国カルフォル,ニア州のグリーマン　　に認識されている概念を説明し，次に日本にお

対ユバ・パワー・プ｡ロダクト事件において，製▽　ける立法の動向と問題点を述べ，最後に農産物

造物の使用中の事故について，使用者が製造者　　がいわゆる製造物責任で言われる「製造物よに

の製造物に関する過失について立証しなくても，　あたるかどうか，そしてどのような＼場合が該当

製造物に欠陥のあることさえ立証すれば，不法　　するのか，具体的な例をあげ検討をおこなう。

行為上の厳格責任を負うと判示した判例をリ¬　　　　　　　　　　∧

デイング・ケースとして，消費者保護運動の肩犬　２．製造物責任（ＰＬ）＼とは　ニ　レ
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があるような場合に罰金に類似するような損害

を別個認めている。

　欠陥に推定規定を設けるというのは，たとえ

ば欠陥テレビのように火災によってテレビも燃

えてしまったような場合には，その当該製造物

もなくなってしまったのだから，欠陥を立証ず

ることが困難になるので，立証を緩和するため

に事故が起これば当該製造物の欠陥があったこ

とを推定しようとするものである。さらに，化

粧品のように副作用によって事故が生じたよう

/な場合，消費者には欠陥があったかどうか科学

的に立証することが困難であるので√欠陥を推

定しようとするものである。

　また，因果関係を推定する推定規定を入れよ

うともしている。たとえば，医薬品や化粧品の

‥ように科学的に原因を特定することが非常に難

しい場合2），因果関係の証明を原告側に負わせ

ずに，因果関係を推定しようとするものである。

　立法によって，これら欠陥め推定・因果関係

の推定ということを規定すると，被害者にとっ

て，立証は非常に楽になるが，製造者である企

業にとっては非常に酷な結果となる。被害者は

損害さえ主張すれば，後は「欠陥」も「因果関

係」も推定されてしまうので√被告すなわち企

業は責任を負jわなければならないことになり，

製造者に非常に不利な立法となる。十

　このような過激な立法の制定を唱える人々は，

ＰＬの先進国たるアメリカのＰＬを参考にした

と言われているがにアメリカでもそこまで過激

な法律は存在せず3），1つの事件でけ「欠陥」も

「因果関係」の存在も認めたものはなく，両者

を認めることは，加害者にあまりにも不利にな

るので，アメリカの判例はかえってこれを否定

している。

　また，懲罰的損害賠償というのは，千損害」

について「実損害」（実際に被うた損害）を超

えて丁懲罰的損害」すなわち企業に対して「故

意上があるような場合に罰金に類似するような

　（１）製造物の定義

表１
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損害を別個認めるということである。民事と刑

事の峻別がなされていなかった時代のコモン・

り－４）においては，民事の不法行為法のなかに

刑事の罰金と類似の罰則をもっていたが，その

名残りが懲罰的損害賠償であり，このような性

質をもっているて懲罰的損害賠償」を，最も近

代的な法律であるＰＬ法に取り入れようとする

ことは時代に逆行するものと考える。

　玉Ｃ諸国の製造物責任法は，日本の消費者そ

の他の団体が希望しているような過激な立法で

はない。 ＥＣでは，将来政治経済を通七て一体

として行動することになるので，経済に関すﾉる

主要な法律右統一されるよう急がれている。　し

かし,丿急に従来の法律と大きく異なっては各国

において混乱が生じるため，予め各国は国内法

を整備しておく必要かおるというこJとて，各国

に対してＥＧ指令が出でいる。製造物責任に関

する立法もそのトつで，現在では多数の国が製

造物責任に関する法律を制定しできている。そ

れらＥＣ諸国の製造物責任法は，穏やかな立法，

すなわち，無過失責任にたち，欠陥，損害，お

よび因果関係は被害者たる原告が主張立証しな

ければならない:としている○　　　･。

４。製造物責任の客体と主体

　農産物が製造物に含まれるか否か，そしてま

た農産物が製造物に含まれるとすると，その製

造物責任を負う者は誰なのか√ﾀﾞ本節ではわが国

の各試案および米国とＥＣ指令の定義にもとづ

いて紹介する。　　　　犬

製造物責任の客体となる製造物及び製造物責

任の主体となる製造者等について，わが国の各

試案および米国とＥＣ指令の定義は，経済企画

庁国民生活局消費者行政第一課編の「製造物責

任制度を中心と/した総合的な=消費者被害防止｡ﾉ

救済の在り方について」（254－281頁）では表

j1レ表２のようにま･とめられている。　　／　　　＼
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私法学会における提案

　（平２）

第３条　　この提案において『製造物」とは，すべての動産をいうものとし，

　　それが他の動産又は不動産に組み込まれた場合を含むもIのとすること。

製造物責任要綱

　(平３、口弁連)

第２条　　この法律による用語の定義は次のとおりとする。

　１　「製造物」とは，流通におがれたすべての物をいう。但し，なんらの加

　　工もせずに販売される不動産を含まない6　　　▽

東京弁護士会（平３） 第２条　　本法における用語の定義は次のとおりとする。

　１　製造物とは流通過程に置かれたすべての物をいい,、末完成品たると否とを

　　問わず，部品，原料，成分等の構成物及び混合物を含む。但し，なんらの加

　　工もせずに販売される土地を含まない。

社会党案（平４） 第２条　　この法律において『製造物」ﾀﾞとぃは、人が製造した動産をいう。

　２　この法律において『製造］には√加工を含み，栽培，増殖及び飼育を含

　　まないものとする。　　　　　　　　　　　二八

公明党案（平４） 第２条　　この法律において「製燐物よとば，人が製造（栽培及び飼養を含む。

　　以下，同じ。）をした動産をいう。　　　∧

米国第２次不法行為リス

テイメント(1965)

§420 A　　　　　　　　　　　　二　　犬

　コメントｄ　本条の準則は，…最終の利用者や最終の消費者に届くと予期さ

　　れた状態又は実質上それど同じ状態で販売ざ,れたすべての製品に反ぶ。

　コメントｅ　本条の準則は，加工を施したことによぅて制限されるものでは

　　ない。　　　　　　　　　　　　　　　　犬

ＥＣ指令(1985) 第２条　　本指令において「製品」とは、第一次農産物及び狩猟物を除くほか，

　　すべての動産をいい，それが他の動産まだは不動産に組み込まれている場

　　合をも含む。「第一次農産物」とば，第一次加工を受けた製品を除く，農産

　　物，畜産物及び水産物をいう。「製品］は言電気も含む。

　無過失責任が適用される「製造物」の範囲に　　次農産物・狩猟物膏原則として除外し，個々乙

ついて，わが国の社会党案を除いた各試案は，　　加盟国において立法化されているものをみても

「すべての物」を対象としており，責任の客体　＼第一次農産物ｆ狩猟物を「製造物」に含めてり

を広く捉えている。これに況して，ＥＣ指令は，　るのは，ルタヤレンブルグのみであった。

製造物の範囲を動産に限っており，しかも第一　　　　　　　ニ

　（２）責任主体　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二

　表２　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上　レ

私法学会における提案　　　第７条　この提案において製造者とは，完成品↓構成部品又は原材料の各製造

　（平２）　　　　　　　　　　　者をいうものとすること。この「製造者士,には，自然産物の収穫，採取若

　　　　　　　　　　　　　　　しくは捕獲者，製造物の製造に関与し製造者と同視することができる立場

　　　　　　　　　　　　　　　にある者又は自己の氏名，商標その他の標識を製造物若しくはその容器，

　　　　　　　　　　　　　　　包装等に付することによって自らを製造者として表示した者を含むものと

　　　　　　　　　　　　　　　すること。　　　　　　　　　　　　　　　づ

　　　　　　　　　　　　　　２　製造物を輸入したものは，製造物と同一の責任を負うものとすること。
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｜　　　　　　　　　　　　　」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｜

３　前２項に定める者を特定することができない場合には，各供給者は，製

　造者と同一の責任を負うものとすること。ただし，供給者が，被害者の要

　求に基づき相当期間内に製造者，輸入者又は自己より前の供給者を特定し

　て告知したときは，その責任を免れるものとすること。国外の製造者によっ

　て製造された輸入品に関しては，その製造者が特定されていても，輸入者

　を特定することができないときは同様とすること。

製造物責任要綱

　(平３、日弁造)

第２条

　２（１）「製造者」とは，業として製造物を製造または加工する者をいう。

　　　（２）次の各号に該当する者は，この法律においては製造者と看傲す。

　　　①　業として自然産物の採取，捕獲をする者

　　　②　製造物またはその容器，包装等に，自己の商標・標章・商号をその

　　　　他自己を表示する名称を付して業として流通させる者

　　　③　製造物の輸入者

第12条　　この法律の規定は，第２条第２項に掲げる者以外の者で，次の者に

　　準用する。但し，これらの者が欠陥を生じさせたのではなく，かつこれら

　　の者が欠陥を知ることが期待できない場合を除く。

　　　（１）製造物の販売業者，賃貸業者，リース業者

　　　（２）製造物の梱包業者，運送業者，倉庫業者

　　　（３）製造物の修理業者，設置業者

東京弁護士会（平３） 第２条

　２　製造者とは製造物の製造者，製造物に商標・標章・商号その他自己を表

　　示する名称を付して流通させる者及び製造物の輸入者をいう。但し，これ

　　らを業としない者を除く。

第ｎ条　　この法律の規定は第２条第２項に掲げる者以外の者で，次の者に準

　　用する。但し，これらの者が欠陥を生じさせたのでなく，かつこれらの者

　　が欠陥を知ることが期待できない場合を除く。

　　　Ｏ）製造物の販売業者，賃貸業者，リース業者

　　　（２）製造の梱包業者，運送業者，倉庫業者

　　　（３）製造物の修理業者，設置業者

　　　上記に掲げる者が既存の欠陥によって生じた損害につき被害者に賠償を

　　したことにより製造者に求償をする場合には，本章第３条，第４条，第５

　　条及び第６条の規定を準用する。

社会党案（平４） 第２条

　５　この法律において「製造者等」とは，次に掲げる者をいう。

　　一　製造物の製造を行った者

　　二　製造物の輸入を行った者

　　三　製造物（その容器及び包装を含む。次条第１項４号において同じ。）

　　　に自己の氏名または名称，商標その他の標示を付すことにより，自己を

　　　第１号若しくは前号に掲げる者として表示し，又は自己がこれらの者と

　　　認められうる表示をした者

　６　この法律において「供給者」とは，製造物の販売，賃貸その他の供給を

　　業として行った者（製造者等を除く）をいう。

第７条　　製造物の欠陥により損害が生じたときは，被害者は，当該製造物の

　　供給者に対し，当該製造物の製造者等又は当該供給者より前の供給者を特

　　定するために必要な事項を告知するよう請求することができる。
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＿＿　　　　　　__＿＿＿＿＿_＿_＿＿‥‥‥

………万2　前項の請求があ丿万ﾉ自から=……3……=･.月･:万･.･以･.内:.･･:･駿

ト………製造物の製造者等］当該製造物が輸人さﾑﾉれ.･友と｣.･j.･も:･=の･:ヤJ.あ,･..る･:場:合･.=.4.=とﾋあっては．

………輸入奇行ケだ者又ぱ輸人ざれた製造物仁ケいず第口]条第⑤項第二3号の表示

２　前項の請求があった日から３月以内によ当該請求をした者に対し，当該

　製造物の製造者等（当該製造物が輸入されたものである場合にあっては，

　輸入を行った者又は輸入された製造物について第２条第５項第３号の表示

　をした者。次項において同じ｡）又は当該供給者より前の供給者の氏名又は

　名称及び住所等これらの者のうちいずれかを特定するに足りる事項の告知

　がされなかったときはレ当該請求を受けた供給者は，当該製造物の製造者

　等が負う責任と同一頃責任を負う。　　　　悦

公明党案（平４） 第３条　　製造物を製造した者（以下『製造者」という｡）は，自己が製造し，

　　かつ，自己の所持を離れた製造物の欠陥により他人に損害（当該他人の事

　　業について生じた損害（大の生命又は身体が害ざれたことによる損害を除

　　く｡）を除く。以下同じ｡）を生じたとぎば、その損害を賠償する責めに任

　　ずる。当該製造物が他の物の一部となっ尭後において当該製造物の欠陥に

　　よって生じた損害についても，同権とする。ダ

　２　前項の規定は，製造者が次の各号の一に該当する事実を証明した場合に

　　は，適用しない。　　　　　　　　　　　　　≒

　　一　業として当該製造物を製造した者でないこと。

　　二　当該製造物が，自己の意思に基づかないでその所持を離れたものであ

　　　り，かつ，その所持を離れたときにおい七当該製造者が当該製造物と同

　　　種の製造物を他の者に引き渡す場合に牡ける通常の形状となっていなかっ

　　　－゛と　　　　　　　　　　　　　　　一　　　たｕ　〇　　　　　　　　　　　、

　　三　当該製造物が当該製造者の所持を離れた玲において，当該製造物に当

　　　該欠陥が存しなかったごと。　　　　　　‥

第４条　　製造物を輸入した者（以下「輸入者』という｡）は，自己が輸入し，

　　かつ，輸人後自己の所持を離れだ製造物の欠陥により他人に損害を生じた

　　ときは，その損害を賠償する責めに任ずる。当該製造物が他の物の一部と

　　なった後において当該製造物の欠陥によって生じた損害についても，同様

　　とする。　　　　　　　　　　　　　　　　‥　ノ　ダ

　２　前項の規定は，輸入者が次の各号の乙に該当する事実を証明した場合に

　　は，適用しない。

　　一　業として当該製造物を輸入したものでないこと。

　　二　当該製造物が，自己の意志に基づかないでその所持を離れたものであ

　　　り，かつ，その所持を離れた時比おいて当該輸入者が当該製造物と同種

　　　の製造物を他の者に引き渡す場合における通常の形状となっていなかっ

　　　たこと。　　　　　　　　　　　　　　□

　　三　当該製造物が当該輸入者の所持を離れた時において，当該製造物に当

　　　該欠陥が存しなかったこと。　　　　　尚

米国第２次不法行為リス

テイトメント(1965)

§420 A　　　　　　　　　　　　　＼

　コメントｆ　本条の準則は，‥･利用や消費の丸め製品を,販売する業務に従事

　　するすべての人に適用される。しだがっ拡1本準則は，かかる製品の製造

　　業者，卸売商，小売商,流通業者に対して適用される。売主は，製品を販

　　売する業務に専ら従事しでいる必要はない。

ＥＣ指令(1985) 第３条　　「製造者」とは、完成品の製造者昌原材料の製造者または構成部品

　　の製造者，及び自己の氏名，商標その他の標識を製品に付して自らをその

　　製造者と表示した者をいう。　　　　　　……
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２　製造者の責任と並んで，製品の売却，賃貸，リースその他の方法によっ

　て配布する目的をもって業としてＥＣｙに輸入する者も，本指令においては

＼その製品の製造業とみなし，製造者としての責任を負う。　　＼

３製品の製造者を特定することができな:いとぎは，その供給者が,I合理的期

間内に被害者に対して，その製造者レまたは当該供給者にその製品を供給

十した者を告知する場合を除き√その製品の各供給者をその製造者と七で扱

う。輸入品に関しては，その製造者の氏名が表示されて卜ても，前項に定

　める輸入者が特定されない場合は，同様に扱う。　　　　　　　　　　　犬

　責任主体にっいては，わが国の各試案は，

「製造者」のみならず「輸入業者ｺ　・「販売業

者」・寸賃貸業者」等流通において関与する者

にも責任を負わせることにしているが，ＥＣ指

令では，流通に関与する者のうち，輸入業者を

除いては原則として責任を否定している。米国

守は，流通に関与する業者等の責任を広く捉え

ている。

５。農産物へのＰＬ法適用の具体例

　前節で見たように，ＥＣ指令及び社会党案を

除いては，農産物に対しても製造物責任を認め

ている。本節では，次に具体的に農産物につい

て製造物責任がどのような形で適用されるのか

を検討する０　。１　　　　　　■･　　　　・　　　　■■　・

＝消費者は，農産物を直接に生鮮食料品として

消費する場合と農産物を加工した後の食料品

（例えば，朧ジュース，ワイン，フルーツ諺詰

等々）と七て消費する場合がある。後者につい

ては，通常の工業製品と同様に考えられるので，

ここでは前者の場合に限って議論を進める。

農産物の製造者はわが国では大部分が農家で

あり，農家は，種子を蒔き，苗を作り，それを

大きく成長させて，収穫し，市場に出荷する。

出荷ざれた農産物は，市場から仲買などを通じ

て，小売店に卸され，消費者は小売店から農産

物を購大していくる。　　十　｝　　　　　　　　　･■

　従来√農産物の場合，生産者である農家はニ

般に小規模であり，各農家から生産される農産

物は工業製品に比して小量であり√また農産物

は出荷から消費者の手に渡るまでの期間が短い

ので，大量に広い地域に流通されるものではな

犬か９た。また，生産過程における農薬の使用が

犬食物に残留し，それが人体に深刻な影響を及ぼ

＼すことについての研究も進んでいなかっためで，

消費者は生産者の個々の農家の名前や生産過程

　などについて詳しく知る必要はなぐ,=。もし,＼小

　売店から購入した野菜や果物が腐シていて，そ

　れによって腹痛を起こしたり，し中毒ﾉにかかった

　り七ても，それは小売店と消費者との間の単な

　る不法行為の問題として解決さ:れるものであっ

　た。　　　　　　　　　レ　　　　　　く｡

　　1ところが現在では，輸送機関の発達や保存方

法の格段の進歩により，農産物は日本のみなら

　ず，世界各地から輸送され，小売店の店頭で販

　売されるようになっている。犬確詰や瓶詰などの

　加工品についでは，製造年月日よ･原産国や加工

　国，その製品への添加物など一定の事項につい

　て，ラベルに表示することが法律で義務づけら

　れているので，消費者は当該製品についてその

　内容を十分に認識して購入することが可能であ

ニる。しか七,＼小売店の店頭に並んでいる玉葱や

　ピーマンなどの農産物には,犬生産者の氏名はも

＝ちろん，産地や収穫年月日の表示，使用農薬の

種類，使用頻度，使用期間等，さらには輸送方

　法などについて表示のないものが大部分である。

　上わが国での農薬の使用については，農薬取締

十法等の法律によって規制ざれ，また，今年か=ら

ＪＡ Ｓ法の改正によって,上有機農産物について，

　有機農産物等にかかる青果物等特別表示ガイド

　，ラインを制定し/消費者に適切な表示による食

　品情報を提供することになっている。

　しかし，たとえば，フィリピンで生産されjた

　バナナは，商社によっ七買付けられ,ﾆ船倉で消

　毒ざ札＼熟成されで日本に運ばれている。また，
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アメユリカレT芒生産された小麦は収穫後に農薬を散＼＼。

布され,……=･輸送中の腐敗や虫喰いを防いでいるI。＼

これらポスノト･＼ｊ.ヽ.－ペス=ﾄ.･と.:.:し･.･て問題になっ尚でﾚ

いるも.牡の他口養豚などでは,上ある種のポノレ
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　　　　飼料を使用した場合

　ポスト・ハーベストによって汚染された飼料

を与えたブロイラーや豚の精肉については，養

鶏業者，養豚業者とともに，当該飼料を供給し

た業者等にも製造物責任が課される。

　（３）バイオテクノロジーの問題

　　Ｏ人体に影響のないことの保証のない場

　　　　合

　遺伝子組替え食品については，日本では未だ

実験段階に止まっており，市場に出回っていな

いが，近い将来，これらの食品が市場に出回る

ことが予想される。この場合，バイオ技術によっ

て製品化された食品が人体に悪い影響を及ぼさ

ないものであることが，確実に医学的見地から

保証されていなければならない。そのような実

験をせずにバイオ食品を市場に出荷し，それに

よって消費者の身体に障害を与えれば，それ自

体において不法行為を構成し，製造物責任以前

の問題として処理される。

　　２）人体に影響のないことの保証のある場

　　　　合

　バイオ食品を出荷する前に，十分な科学的検

証がなされ，その結果，人体に何ら障害を与え

ないことが保証されて出荷された場合，それに

もかかわらず，消費者の身体に障害を生じさせ

たときには，製造物責任の問題が生じる。　この

場合の科学的検証は，医薬品等と同等程度の安

全基準を設ける必要がある。

　　３）ラベルの表示義務について

　次に遺伝子組替え食品について，生産者，製

造年月日，及び販売者等の表示は必要であるが，

問題は，遺伝子組替え食品であることの表示が

必要か否かである。

　これについては，米国では，ベンチャー企業

であるカルジーンが開発したバイオトマトにつ

いて興味ある問題が提起されている。米国食品

医薬局（ＦＤＡ）は，このカルジーン社のバイ

オトマトを近く認可する予定であるが，ラベル

表示については，米国のバイオ業界の圧力によっ

て，バイオであること自体を表示することが，

遺伝子組替え食品をあたかも人体に有害である
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かのような印象を与えるとして反対している。

しかし，今年９月，イリノイ州シカゴ市は，遺

伝子組替え食品をスーパーマーケットなどの小

売店で販売する際，消費者にそのことが分かる

ようなラペルなどの表示を義務づける条例を制

定している。これは，日本でも将来バイオ食品

を販売する場合比何らかの示唆になるのではな

いかと思われる。食生活における，健康・安全

志向，本物志向等の消費者の要求が高まってき

ている今日において，消費者の知る権利に奉仕

するものとして前向きの検討がなされるべきで

ある。

６。おわりに

　農産物における製造物責任の問題について若

干の考察をしたが，筆者等は，はたして農産物

一般を製造物責任法でいう「製造物」に含ま七

めてよいのか絶えず疑問に感じている。製造物

責任法でいう「製造物」を広く捉え，「流通に

おかれているすべての製造物」として農産物を

含めるのは，一見消費者の保護に厚いように思

われるが，必ずしも，消費者保護にはならない

と考えている。本来，「製造物責任」という概

念が確立されてきたのは，科学技術の発展と流

通過程の複雑化に伴う大企業の形成発展による

社会構造の変化と，消費者運動の高まりによっ

て，従来の不法行為の一分野としての個人対個

人の関係から裕福な大企業と零細な消費者とい

う図式へと転換してきたことによるものである。

日本の場合，農産物の生産は裕福な大企業によっ

て行われているものではなく，多くの零細な農

家によって少量ずつ生産されているのが実状で

ある。米国のような大規模な農家を想定して，

わが国で農産物を製造物に含ましめることは，

不合理と言わなければならない。それゆえにこ

そ，ＥＣ指令においても，製造物を動産に限っ

ており，しかも第一次農産物や狩猟物を原則と

して除外している。第一次農産物を製造物責任

の客体に含ましめることによって，かえって，

生産者を萎縮させ，活力ある農業の発展を阻害

することになるとも考えられる。　このような観
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点から，農産物生産者は，日本に近い将来導入

される製造物責任法の客体から第一次農産物を

除外するように各種団体に働きかける必要かお

る。　　　　　　＞　　　　　　　　＼

　また，今日，ヒステリックなまでに製造物責

任法の制定を唱えている学会及び弁護士会，消

費者団体等は，一片の製造物責任法が制定され

たなら，消費者救済がそれによって完全に図ら

れると思っているのか疑問でもある。農産物一

つとっても生産者たる農家に与えるインパクト

は大きい。製造物責任法を制定しようとする趣

旨は，大量に製造物を生産している大企業がそ

れによって巨額の利潤をあげておりながら，万

が一その製造物から消費者に対して被害を生ぜ

しめたならば，その被害を賠償させるのが社会

的公平に適していると考えるものである。　とこ

ろが，わが国のように，工業生産物の大半は大

企業ではなく零細な中小企業によって生産され

る現状をみるとき，製造物責任法が制定されれ

ば，消費者は大企業から被害を救済してもらう

機会は今よりも増えることは確実であるが，一

方では中小の零細企業が受ける被害も尽大なも

のとなるであろう。彼等は被害を予想した金額

を製品に転嫁できないからである。

　さらに，立法に際して困難な問題も多く残っ

ている。製造物責任法の制定を急いでいる人々

は，大きく網をかけて個別的な場合に救済を図

ればよいと考えているかもしれないが，筆者等

から言えばそれは非常に難しいものであり，法

律が制定されればそれが一人歩きするのが従来

からのわが国の実情であるからである。　もとも

と，不法行為の分野においては，将来予見しえ

ない新たな侵害状況というものがあり，それら

を想定して法律を制定することは，不可能なこ

とである。筆者等は，不法行為特に製造物責任

に関する分野は，非常に制定法に馴染みにくい

ものであるから，これをあえて制定法で規定す

ることなく，生起した事象ごとに，裁判所の裁

判官が具体的状況を踏まえて個々に妥当な解決

を図ることが最も肝要なことであると常々考え

ている。

社会科学

注　　　‥

Ｏ「瑕疵上の存在は，家と共に「瑕疵があうたか

果等，当該テレビが他の瑕疵のないテレビと比較する

材料がすべてＮメーカー側にあって，原告側にはなく，

さらに，Ｎメ‥一カーの「過失丁は，「予見可能性」と

ﾄ=置き換え了心よいが，Ｎ=ﾒＴへ力→の予見可能性を立証

する困難もある。　　　　　△

　２）たとえば，森永磁素ミルク事件では，砥素の混

入によってそ/の粉ミルクを飲んだ乳児が死亡した。　こ

の場合にぱに:……=J京因が枇素であ‥る,ことが明確であり問題

は少ないが;………=呂に=9題ぱ水俣病事件のように，工場の廃液

の中に含まれている水銀を摂取した魚介類を食べたこ

とから症状が現れたり，奇形児が生まれた肛した場合

は，その直接の因果関係を証明することが困難なこと

である。∧ﾚﾚj　　　　　………………

　3）ある判例によれば，四囲の状況から「欠陥」を

推定した場合もあり，たとえば，小型飛行機事故のよ

うにパイロづト:からの無線連絡によってエンジンの不

調を訴える連絡があった後に墜落したような場合で，

しかもレごめ飛行機は新しい型の飛行機であったよう

な場合。別の判例によればに清涼飲料水の場合に，

「因果関係丿の推定を認めたものもある。宮守則之著

『アメリカぐＰﾚL訴訟を知る』＼（有斐閣刊）に詳しい。

　４卜日本首現在施行されている法律は，近代法治国

家となるために明治政府によってドイツ，フランス等

列強の諸国をまねて制定されたもので，大陸法系とい

われ，国会で制定された民法という制定法を法源とし

ており，民事大刑事を峻別しでいる。わが国はそれら

を見本として取哲入れたため√民事と刑事は厳格に峻

別されている。＼ところが，＼イノギリスの影響を受けた米

国は欧州大陸とは異なるコモケン・ロー（「判例法」）と

いう法体系にたち，判例にようて形成された膨大な判

の法源となrつている。判例法の起源

ることがでﾉき√極端に言つ･てみれば

まだ効力をもっているということで

ある。コモジ・・－については，宮守則之・竹川秀夫

共著『最新アメリカ民事訴訟法』（金融財政事情研究

会刊）に詳しい。　　　　　コ

平成５年(1993) 9月30日受理

平成５年(1993)12月27日発行


	page1
	page2
	page3
	page4
	page5
	page6
	page7
	page8
	page9
	page10

